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宮崎県 宮崎市 学校教育課 0985-85-1825 45gakyou@city.miyazaki.miyazaki.jp
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/education/allowan
ce/7571.html ○ ○ ○ ○

宮崎県 都城市 学校教育課 0986-23-2161 gakko@city.miyakonojo.miyazaki.jp
http://cms.city.miyakonojo.miyazaki.jp/display.php?cont=
120906140552 ○ ○ ○ ○

宮崎県 延岡市 延岡市教育委員会学校教育課 0982-22-7031 gakkoh@city.nobeoka.miyazaki.jp ○ ○ ○ ○ 例年、2月に各学校の就学援助事務担当者向けに制度の説明会を行っている。
宮崎県 日南市 日南市教育委員会学校教育課学事係 0987-31-1144 kyoikuka@city.nichinan.lg.jp http://www.city.nichinan.lg.jp ○ ○ ○ 市が実施する就学時健診の際に説明会で書類を配布。
宮崎県 小林市 学校教育課 0984-23-0424 k_gakko@city.kobayashi.lg.jp http://www.city.kobayashi.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○
宮崎県 日向市 日向市教育委員会 学校教育課 0982-66-1037 gakko@hyugacity.jp https://www.hyugacity.jp/ ○ ○ ○ ○ ○

宮崎県 串間市 教育委員会 学校政策課 0987-55-1119 gako@city.kushima.lg.jp
http://www.city.kushima.lg.jp/main/health/schooling/cat
2/cat2/post-125.html ○ ○ ○ ○ ○

宮崎県 西都市 教育委員会 教育政策課 学校教育係 0983-43-3438 gakkou@city.saito.lg.jp http://www.city.saito.lg.jp ○ ○ ○ 各学校に対して制度を書面で周知。
宮崎県 えびの市 えびの市教育委員会 学校教育課 0984-35-3721 gakkokyoiku@city.ebino.lg.jp http//www.city.ebino.lg.jp/ ○ ○ ○
宮崎県 三股町 三股町教育委員会 教育課 学校教育係 0986-52-9314 kyoiku-k@town.mimata.lg.jp http://www.town.mimata.lg.jp/ ○ ○ ○ ○
宮崎県 高原町 教育総務課 0984-42-1484 kyousou@town.takaharu.lg.jp ○ ○ ○ ○
宮崎県 国富町 教育総務課 学校教育係 0985-75-9401 kyouiku@town.kunitomi..miyazaki.jp http://www.town.kunitomi.miyazaki.jp/ ○ ○ ○ ○

宮崎県 綾町 綾町教育委員会 教育総務課 0985-77-1183 kyouikusoumu@town.aya.lg.jp
https://www.town.aya.miyazaki.jp/soshiki/kyouikusoumu
/1049.html ○ ○ ○ ○

宮崎県 高鍋町 高鍋町教育総務課 0983-23-0315 kyouikusoumu@town.takanabe.lg.jp ○ ○

宮崎県 新富町 新富町教育委員会 教育総務課 0983-33-6079 k_soumu_g@town.shintomi.lg.jp
http://www.town.shintomi.miyazaki.jp/dd.aspx?itemid=13
90#itemid1390 ○ ○ ○ ○

宮崎県 西米良村 西米良村教育委員会 教育総務課 0983-36-1111 kyoiku@vill.nishimera.lg.jp https://www.vill.nishimera.lg.jp/ ○ ○ ○ ○
宮崎県 木城町 教育課 0983-32-2011 kyushoku@town.kijo.lg.jp http://www.kijo.jp ○ ○ ○ ○
宮崎県 川南町 川南町教育委員会 教育課 学校教育係 0983-27-8019 gakko@town.kawaminami.miyazaki.jp ○ ○ ○ ○ ○

宮崎県 都農町 教育総務課 0983-25-5723 kyouiku@town.tsuno.lg.jp ○ ○ ○ ○

宮崎県 門川町 教育総務課 0982-63-1140 satoh-kohjiroh@town.kadogawa.lg.jp
http://www.town.kadogawa.lg.jp/learn/board/page00103
6.html ○ ○ ○ ○

宮崎県 諸塚村 諸塚村教育委員会 0982-65-0072 https://www.vill.morotsuka.miyazaki.jp/ ○

宮崎県 椎葉村 教育委員会 0982-67-2850 aya-michiyo@vill.shiiba.miyazaki.jp http://www.vill.shiiba.miyazaki.jp ○ ○ ○ 民生委員の定例会において制度の説明
宮崎県 美郷町 教育委員会 教育課 学校教育担当 0982-66-3608 g-kyouiku@town.miyazaki-misato.lg.jp http://www.town.miyazaki-misato.lg.jp/2776.htm ○ ○ ○
宮崎県 高千穂町 高千穂町教育委員会 0982-73-1205 kyouiku@town-takachiho.jp ○ ○
宮崎県 日之影町 教育課 0982-87-3907 kyouiku@town.hinokage.lg.jp http://www.hinokage.jp/ ○ ○
宮崎県 五ヶ瀬町 五ヶ瀬町教育委員会 0982-82-1710 gakkoukyoiku@town.gokase.miyazaki.jp http://www.town.gokase.miyazaki.jp/ ○ ○

①都道府県 ②市区町村名

エ．就学
時健康診
断の際に
学校で就
学援助制
度の書類
を配布

オ．学校
の入学説
明会で就
学援助制
度の書類
を配布

（２）ケの内容
１．就学援助制度の周知方法
（１）就学援助制度の周知方法について（あてはまるもの全てに○）
ア．教育
委員会の
ウェブサ
イトに制
度を掲載

イ．自治
体の広報
誌等に制
度を記載

ウ．就学
案内の書
類に記載
又は就学
案内の書
類ととも
に配布

０ 就学援助制度問い合わせ先（広報用）

①部署名 ②電話番号 ③e-mail ④ウェブサイト ⑤その他（SNSなど）

Ⅰ 令和２年度就学援助制度の実施について

カ．入学
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付

キ．毎年
度の進級
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付

ク．民生
委員やス
クール
ソーシャ
ルワー
カー等か
ら案内を
配布

ケ．その
他
→（２）
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宮崎県 宮崎市

宮崎県 都城市
宮崎県 延岡市
宮崎県 日南市
宮崎県 小林市
宮崎県 日向市

宮崎県 串間市
宮崎県 西都市
宮崎県 えびの市
宮崎県 三股町
宮崎県 高原町
宮崎県 国富町

宮崎県 綾町
宮崎県 高鍋町

宮崎県 新富町
宮崎県 西米良村
宮崎県 木城町
宮崎県 川南町

宮崎県 都農町

宮崎県 門川町
宮崎県 諸塚村

宮崎県 椎葉村
宮崎県 美郷町
宮崎県 高千穂町
宮崎県 日之影町
宮崎県 五ヶ瀬町

①都道府県 ②市区町村名

Ⅱ 自由記述欄

ア．入学
前支給を
行ってい
る。

イ．入学
前支給を
行ってい
ないが，
現在検討
はしてい
る。

ウ．入学
前支給を
行ってお
らず，現
在検討も
していな
い。

エ．その
他
→（２）

ア．令和
元年度
（令和２
年度新入
学分）以
前

イ．令和
２年度
（令和３
年度新入
学分）

ウ．令和
３年度
（令和４
年度新入
学分）以
降

エ．未定 ア．入学
前支給を
行ってい
る。

イ．入学
前支給を
行ってい
ないが，
現在検討
はしてい
る。

ウ．入学
前支給を
行ってお
らず，現
在検討も
していな
い。

エ．その
他
→（２）

ア．令和
元年度
（令和２
年度新入
学分）以
前

イ．令和
２年度
（令和３
年度新入
学分）

ウ．令和
３年度
（令和４
年度新入
学分）以
降

エ．未定

19 1 5 1 19 1 0 0 19 1 5 1 19 1 0 0 1 2

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

新型コロナウイルス感染症に限らず、突然雇用切れにあった等、家計が急変した
世帯に関しては直近での収入が確認できる書類等を提示してもらうことで、前年の
収入ではなく直近での収入で審査するなどして現在の状況にあった対応ができるよ
うにしている。

○ ○
○ ○ 現在までに対象がいない。

○ ○
学校及び民生委員に対し、村全体での不公平感が出ないよう、気になる家庭等を
見つけたら連絡をいただけるようにしている。

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○
○ ○

就学援助制度の運用や，経済的に困窮している児童生徒に対する貴市区町村の取
組・対応について，これまでの回答への補足

２．新入学児童生徒学用品費等の入学前支給（要保護及び準要保護）
（２）
（１）①及び③のエの内容

（１）令和２年７月時点の貴市区町村の実施（検討）状況について（あてはまるもの１つに○）
＜中学校＞④
③でアと回答･･･入学前支給を導入した時期
③でイと回答･･･導入開始を検討（予定）してい
る時期

Ⅰ 令和２年度就学援助制度の実施について

＜小学校＞① 実施・検討状況について ＜小学校＞②
①でアと回答･･･入学前支給を導入した時期
①でイと回答･･･導入開始を検討（予定）してい
る時期

＜中学校＞③ 実施・検討状況について


